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顧
炎
武
の
考
拠
と
経
世　
―
『
日
知
録
』「
郡
県
」
条
を
て
が
か
り
に
―

　
　
　
　

渡　

邉　
　
　

大

　

顧
炎
武
は
、
明
末
の
学
風
を
、
空
疎
不
学
、
空
疎
無
用
な
も
の
と
し
て
批
判
し
、
経
世
致
用
の
た
め
の
実
学
を
標
榜
し
た
。
そ
れ
は
、

本
来
、
現
実
社
会
へ
の
関
心
の
も
と
、
経
史
を
渉
猟
す
る
こ
と
で
、
諸
制
度
の
源
流
・
沿
革
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
知
見
を
実
際
の
政
治

に
活
か
そ
う
と
企
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
古
に
鑑
み
る
と
い
う
姿
勢
か
ら
、
正
名
、
復
礼
と
い
っ
た
復
古
的

主
張
を
と
も
な
う
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
顧
炎
武
の
学
問
の
特
徴
で
あ
る
、
博
学
か
つ
実
証
主
義
的
な
手
法
は
、
必
然
的
に
対
象
の
拡

大
や
精
度
の
向
上
を
目
指
す
も
の
と
な
る
た
め
、
後
の
考
証
学
評
価
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
よ
う
な
、
考
拠
の
た
め
の
考
拠
へ
と
向
か
う
傾

向
が
当
初
か
ら
胚
胎
さ
れ
て
い
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
顧
炎
武　

日
知
録　

考
拠　

経
世
致
用　

郡
県
論

　
一
、
は
じ
め
に

顧
炎
武
（
一
六
一
三
～
一
六
八
三
）
の
考
拠
は
、
そ
の
経
世
意
識
と

ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
顧

炎
武
の
経
世
上
の
主
張
を
著
し
た
「
郡
県
論
」
と
『
日
知
録
』

「
郡
県
」
条
を
て
が
か
り
に
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

顧
炎
武
が
、
学
問
の
目
的
を
経
世
致
用
に
お
い
て
い
た
の
は

い
わ
ば
周
知
の
事
柄
に
属
す
一
。
例
え
ば
、
梁
啓
超
は
、
顧
炎

武
を
清
代
思
潮
の
啓
蒙
派
に
位
置
づ
け
て
、「
通
経
致
用
（
経
学

を
マ
ス
タ
ー
し
て
実
践
に
役
立
た
せ
る
）
の
観
念
を
抱
い
て
、
好
ん
で
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こ
と
が
ら
の
成
敗
得
失
、
現
代
政
治
の
諸
問
題
を
語
っ
た
。」

（
小
野
和
子
訳
注
『
清
代
学
術
概
論
』、
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
）
と
述
べ
て

い
る
し
、
山
井
湧
は
、「
彼
の
主
張
す
る
学
問
の
中
心
は
、
経

世
の
実
学
と
し
て
の
経
史
の
学
と
い
う
一
点
に
集
約
さ
れ
る
。」

（『
明
清
思
想
史
の
研
究
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
）
と
顧
炎
武

の
学
問
観
を
概
括
し
（
実
践
派
、
技
術
派
、
経
史
学
派
の
下
位
区
分
を
設

け
た
上
で
）
経
史
学
派
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
立
て

が
肯
綮
に
中
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
顧
炎

武
の
文
章
に
は
そ
の
種
の
発
言
が
満
ち
て
は
い
る
二
。
し
か
し
、

例
え
ば
、「
與
人
書
二
十
五
」（『
亭
林
文
集
』
巻
四
）
に
、「
君
子

之
爲
學
、
以
明
道
也
、
以
救
世
也
。
徒
以
詩
文
而
已
、
所
謂
雕

蟲
篆
刻
、
亦
何
益
哉
。（
君
子
が
学
問
を
す
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
道

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
世
を
救
う
た
め
で
あ
る
。
徒
に
詩
文
の
み
を

も
っ
て
す
る
の
は
、
所
謂
雕
蟲
篆
刻
の
類
で
あ
り
、
何
の
益
が
あ
ろ
う
か
。）」

と
あ
る
そ
の
直
後
に
、「
某
自
五
十
以
後
篤
志
經
史
。
其
於
音

學
深
有
所
得
、
今
爲
『
五
書
』
以
續
三
百
篇
以
來
久
絶
之
傳
、

而
別
著
『
日
知
録
』、
上
篇
經
術
、
中
篇
治
道
、
下
篇
博
聞
、

共
三
十
餘
卷
。
有
王
者
起
、
將
以
見
諸
行
事
、
以
躋
斯
世
於
治

古
之
隆
、
而
未
敢
爲
今
人
道
也
。（
私
は
五
十
歳
以
後
、
ひ
た
す
ら
経

史
に
志
し
た
。
音
学
に
つ
い
て
は
深
く
得
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、『
音
学
五
書
』

を
著
し
て
三
百
篇
以
来
途
絶
え
て
い
た
伝
統
を
継
承
し
、
別
に
ま
た
『
日
知

録
』
を
著
し
て
、
上
篇
は
経
術
、
中
篇
は
治
道
、
下
篇
は
博
聞
、
計
三
十
数
巻

に
な
っ
た
。
も
し
王
者
が
現
れ
た
な
ら
、
そ
れ
ら
を
現
実
の
も
の
と
し
、
こ
の

世
を
古
の
治
世
、
隆
盛
へ
と
導
く
で
あ
ろ
う
。）」
と
続
い
て
い
る
の
を

み
れ
ば
、
そ
こ
に
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ

る
三
。
そ
れ
は
、
顧
炎
武
が
「
以
て
道
を
明
ら
め
、
以
て
世
を

救
う
」
た
め
に
著
し
た
と
い
う
『
音
学
五
書
』
や
『
日
知
録
』

と
、「
経
世
致
用
」
と
の
間
に
懸
隔
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
は
、『
日
知

録
』
の
提
要
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

是
書
前
有
自
記
稱
「
自
少
讀
書
有
所
得
輒
記
之
、
其
有
不

合
時
復
改
定
、
或
古
人
先
我
而
有
者
則
遂
削
之
、
積
三
十
餘

年
乃
成
一
編
」。
葢
其
一
生
精
力
所
注
也
。
…
…
炎
武
學
有

本
原
、
博
贍
而
能
通
貫
、
毎
一
事
必
詳
其
始
末
、
參
以
證
佐

而
後
筆
之
於
書
、
故
引
據
浩
繁
而
牴
牾
者
少
。
…
…
惟
炎
武

生
於
明
末
、
喜
談
經
世
之
務
、
激
於
時
事
、
慨
然
以
復
古
爲

志
、
其
説
或
迂
而
難
行
或
愎
而
過
鋭
、
觀
所
作
「
音
學
五
書

後
序
」、
至
謂
聖
人
復
起
、
必
舉
今
日
之
音
而
還
之
淳
古
、

是
豈
可
行
之
事
乎
。
潘
耒
作
是
書
序
乃
盛
稱
其
經
濟
而
以
考
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據
精
詳
爲
末
務
殆
非
篤
論
矣
。

（
本
書
〔
日
知
録
〕
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
自
記
に
よ
れ
ば
、「
私
は
年
少

の
頃
か
ら
何
か
得
る
こ
と
が
あ
る
度
に
そ
れ
を
書
き
留
め
て
お
き
、
間
違

い
が
あ
れ
ば
改
定
を
加
え
た
。
ま
た
、
古
人
が
私
に
先
ん
じ
て
い
る
も
の

が
あ
れ
ば
削
っ
て
し
ま
い
、
三
十
数
年
で
よ
う
や
く
一
編
を
な
し
た
。」
と

あ
り
、
そ
の
一
生
の
精
力
を
注
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
…
…
顧
炎
武
の
学

に
は
根
柢
が
あ
り
、
博
識
か
つ
通
貫
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
て
、
必
ず

そ
の
淵
源
と
沿
革
と
を
詳
ら
か
に
し
、
証
拠
を
参
照
し
て
か
ら
よ
う
や
く

筆
を
執
っ
た
た
め
、
引
証
は
広
範
で
あ
り
、
矛
盾
は
少
な
い
。
…
…
た
だ
、

顧
炎
武
は
明
末
に
生
ま
れ
、
好
ん
で
経
世
の
務
め
に
つ
い
て
語
り
、
時
事

に
憤
激
し
、
慨
然
と
し
て
復
古
を
も
っ
て
志
と
し
た
た
め
、
そ
の
説
の
あ

る
も
の
は
迂
遠
で
実
行
し
が
た
く
、
ま
た
あ
る
も
の
は
愎
戻
で
過
激
に
す

ぎ
る
。
そ
の
「
音
学
五
書
後
序
」
を
観
る
に
、
聖
人
が
ふ
た
た
び
現
れ
れ
ば
、

き
っ
と
今
日
の
音
韻
を
淳
淳
た
る
古
音
に
戻
す
で
あ
ろ
う
と
ま
で
い
っ
て

い
る
が
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
潘
耒
は
、
本
書
〔
日

知
録
〕
に
序
を
著
し
て
、
経
世
済
民
上
の
意
義
を
盛
ん
に
称
え
、
考
拠
の

精
確
さ
詳
細
さ
に
つ
い
て
は
瑣
末
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
が
と

て
も
堅
実
な
議
論
と
は
思
え
な
い
。）

『
日
知
録
』
を
子
部
・
雑
家
類
・
雑
考
之
属
に
配
し
て
い
る

こ
と
自
体
が
四
庫
館
臣
の
あ
る
種
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
よ
う

に
四
、
提
要
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
総
纂
官
で
あ
る

紀
昀
（
一
七
二
四
～
一
八
〇
五
）
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
学
風
に
よ

る
と
こ
ろ
が
多
分
に
あ
る
こ
と
は
踏
ま
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
四
庫
提
要
は
、『
日
知
録
』
を
資
料
博
捜
・
条
理
貫
通

と
い
う
点
で
評
価
す
る
一
方
で
五
、
そ
の
説
は
迂
遠
か
つ
過
激

で
従
い
難
い
と
断
じ
、
経
世
致
用
に
お
け
る
意
義
を
高
唱
す
る

潘
耒
の
発
言
六
を
わ
ざ
わ
ざ
引
用
し
た
上
で
完
全
に
否
定
し
て

い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
山
井
湧
は
、「
こ
の
書
に
対
す
る
評

価
の
甚
だ
し
い
く
い
ち
が
い
は
、
両
者
の
時
代
（
考
証
学
草
創
期

と
全
盛
期
）
の
学
問
観
の
相
違
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し

て
少
な
く
と
も
顧
炎
武
の
時
期
の
學
問
に
は
、
考
証
学
的
な
要

素
は
あ
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
従
で
あ
っ
て
主
で
は
な

か
っ
た
。
主
た
る
も
の
は
、
や
は
り
経
世
致
用
の
学
と
い
う
点

に
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
…
…
明
学
（
直
接
に
は
明
末

の
学
問
）
を
否
定
し
て
生
ま
れ
た
の
は
、
経
世
致
用
の
学
で
あ
っ

て
、
考
証
学
で
は
な
か
っ
た
。
考
証
学
は
、
経
世
致
用
の
学
の

裏
に
、
あ
る
い
は
そ
の
一
部
に
、
そ
の
一
要
素
と
し
て
存
し
た

も
の
で
、
こ
の
ひ
と
つ
の
要
素
が
後
に
母
胎
を
奪
っ
て
大
き
く

発
展
し
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
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顧
炎
武
の
学
問
の
中
で
考
拠
と
経
世
が
い
か
に
関
わ
っ
て
い
た

の
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
顧
炎
武
個
人
の
思
想
だ
け
で
な
く
、

明
清
思
想
史
に
お
い
て
も
意
味
が
あ
ろ
う
。
本
稿
を
草
す
る
所

以
で
あ
る
。

二
、「
郡
県
論
」
と
『
日
知
録
』「
郡
県
」
条

顧
炎
武
の
郡
県
論
九
篇
は
、
銭
糧
論
二
篇
、
生
員
論
三
篇
、

軍
制
論
、
形
勢
論
、
田
功
論
、
銭
法
論
と
と
も
に
、『
亭
林
文

集
』（
顧
炎
武
の
死
後
、
潘
耒
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
）
に
収
め
ら
れ

て
い
る
。
長
澤
規
矩
也
「
顧
亭
林
の
著
書
に
就
い
て
」（『
長
澤

規
矩
也
著
作
集
』
第
一
巻
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
二
年
）
は
、『
亭
林
文

集
』
六
巻
に
つ
い
て
、「
亭
林
嘗
て
曰
く
、
凡
文
之
不
關
於
六

經
之
指
、
當
世
之
務
者
、
一
切
不
爲
、
と
、
故
に
集
中
に
収
む

る
所
に
郡
縣
論
九
篇
、
錢
糧
論
二
篇
、
生
員
論
三
篇
、
軍
制
論
、

形
勢
論
、
田
功
論
、
錢
法
論
あ
り
、
皆
有
用
の
文
な
り
。
書
序

は
多
く
書
を
作
る
意
を
記
し
、
尺
牘
に
は
其
中
に
學
を
論
ず
る

こ
と
屢
な
り
。
以
て
顧
氏
の
學
を
窺
ふ
に
足
り
、
日
知
録
と
相

表
裏
す
。」
と
述
べ
て
い
る
。
七
論
の
う
ち
、
巻
六
補
遺
に
収

め
ら
れ
る
軍
制
論
以
下
四
篇
に
は
「
乙
酉
歳
（
一
六
四
五
）
作
」

と
の
注
記
が
附
さ
れ
、
四
篇
が
故
国
瓦
解
を
契
機
と
し
て
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
七
。
巻
一
収
載
の
三
論

は
、
銭
糧
論
が
康
煕
年
間
の
も
の
と
い
う
ほ
か
、
具
体
的
な
著

述
年
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
顧
炎
武
の

経
世
的
関
心
が
奈
辺
に
存
し
た
か
が
こ
れ
ら
の
標
題
に
も
端
的

に
現
わ
れ
て
い
よ
う
。

本
稿
で
は
そ
の
う
ち
の
郡
県
論
九
篇
を
取
り
あ
げ
る
。
郡

県
・
封
建
の
問
題
は
、
旧
中
国
に
お
け
る
、
政
治
上
、
思
想
上

の
大
き
な
話
題
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
明
末
清
初
は
そ
の
最
も
さ

か
ん
な
時
期
で
あ
っ
た
八
。
こ
の
問
題
が
、
明
清
の
鼎
革
を
目

の
当
た
り
に
し
、
一
時
は
自
ら
も
反
清
活
動
に
身
を
投
じ
た
顧

炎
武
に
と
っ
て
、
統
治
体
制
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
軍
事
、
財

政
と
い
う
点
か
ら
も
き
わ
め
て
重
要
な
「
当
世
の
務
」
と
意
識

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
ず
は
、
先

行
研
究
に
よ
り
つ
つ
、
顧
炎
武
の
郡
県
論
の
要
旨
を
ま
と
め
て

み
よ
う
九
。

顧
炎
武
の
郡
県
論
を
ひ
と
こ
と
で
あ
ら
わ
す
の
が
、「
封
建

の
意
を
郡
縣
の
中
に
寓
す
る
（
寓
封
建
之
意
於
郡
縣
之
中
）」
で
あ
る
。

顧
炎
武
は
封
建
制
か
ら
郡
県
制
へ
の
変
化
を
歴
史
的
必
然
と
捉

え
、
封
建
制
に
も
ど
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
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そ
の
一
方
で
、
か
つ
て
の
封
建
制
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

郡
県
制
の
制
度
疲
労
が
極
み
に
達
し
て
い
る
現
在
、
そ
れ
を
解

決
す
る
た
め
に
は
封
建
制
の
長
所
を
取
り
入
れ
、
郡
県
制
の
欠

点
を
補
う
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
封
建
制
の
弊

害
が
諸
侯
に
よ
る
分
権
に
あ
る
の
に
対
し
、
郡
県
制
の
弊
害
は

皇
帝
に
よ
る
専
権
に
あ
る
と
顧
炎
武
は
主
張
す
る
（
封
建
之
失
、

其
專
在
下
、
郡
縣
之
失
、
其
專
在
上
）。
顧
炎
武
に
よ
れ
ば
、
当
時
は
、

過
度
な
中
央
集
権
体
制
の
た
め
、
法
令
・
文
書
・
監
察
が
煩
瑣

を
極
め
、
地
方
行
政
に
支
障
を
来
た
し
て
お
り
、
地
方
官
は
過

誤
を
督
責
さ
れ
な
い
よ
う
に
汲
々
と
す
る
ば
か
り
で
ひ
た
す
ら

転
任
を
待
ち
望
み
、
民
政
に
力
を
注
ぐ
も
の
は
な
く
、
国
力
は

日
ご
と
に
衰
え
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め

に
は
、
監
察
体
制
を
簡
素
化
し
、
地
方
官
の
地
位
・
待
遇
を
高

め
、
出
身
地
に
お
け
る
任
用
や
世
襲
を
認
め
、
ま
た
、
一
定
の

範
囲
で
人
事
権
を
与
え
る
な
ど
統
治
上
の
権
限
を
広
げ
る
こ
と

で
、
民
政
は
実
効
的
に
な
り
、
軍
事
上
も
財
政
上
も
安
定
・
成

長
が
見
込
め
る
と
い
う
の
が
そ
の
郡
県
論
の
要
点
で
あ
る
。
当

時
、
地
方
官
に
つ
い
て
は
、
出
身
地
へ
の
任
用
を
避
け
る
回
避

制
や
在
任
期
間
三
年
を
上
限
と
す
る
不
久
任
制
な
ど
が
行
わ
れ

て
た
が
、
顧
炎
武
は
こ
れ
ら
が
か
え
っ
て
胥
吏
に
よ
る
専
横
を

生
み
、
地
方
行
政
を
空
洞
化
さ
せ
、
国
力
の
弱
体
化
を
招
く
と

主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
郷
紳
階
層
的
立
場
、
ま
た
、
私

欲
の
肯
定
、
民
族
主
義
的
な
夏
夷
論
な
ど
、
政
治
史
上
、
思
想

史
上
、
注
目
す
べ
き
点
が
い
く
つ
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
顧

炎
武
が
当
世
の
務
に
対
し
、
き
わ
め
て
具
体
的
な
方
策
を
提
出

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
、「
漢

代
以
降
の
人
は
み
な
、
秦
は
郡
県
制
を
採
用
し
た
た
め
に
最
終

的
に
孤
立
し
て
滅
亡
し
て
し
ま
っ
た
と
い
い
、
秦
が
封
建
制
を

採
用
し
て
も
し
な
く
て
も
滅
亡
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か

ら
な
い
で
い
る
。
封
建
制
の
廃
頽
は
周
の
衰
退
と
と
も
に
お

こ
っ
た
の
で
あ
り
、
秦
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
。
封
建
制

の
廃
頽
に
は
長
い
年
月
が
か
か
っ
て
い
る
の
だ
。（
葢
自
漢
以
下

之
人
、
莫
不
謂
秦
以
孤
立
而
亡
、
不
知
秦
之
亡
、
不
封
建
亡
、
封
建
亦
亡
。
而

封
建
之
廢
、固
自
周
衰
之
日
而
不
自
於
秦
也
。
封
建
之
廢
、非
一
日
之
故
也
。）」

（
郡
県
論
一
）
と
い
う
表
現
に
注
目
し
、
顧
炎
武
の
考
拠
と
の
関

連
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

以
下
に
引
く
の
は
、
三
十
二
巻
本
『
日
知
録
』
の
第
二
十
二

巻
に
収
め
ら
れ
た
「
郡
県
」
と
題
す
る
一
条
で
あ
る
。
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『
漢
書
』
地
理
志
言

：

「
秦
并
兼
四
海
、
以
爲
周
制
微
弱
、

終
爲
諸
侯
所
喪
、
故
不
立
尺
土
之
封
、
分
天
下
爲
郡
縣
、
盪

滅
前
聖
之
苗
裔
、
靡
有
孑
遺
」。
後
之
文
人
祖
述
其
説
以
爲

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

廢
封
建
立
郡
縣
、
皆
始
皇
之
所
爲
也

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
以
余
觀
之
殆
不
然

0

0

0

0

0

0

0

。

『
左
傳
』
僖
公
三
十
三
年

：

「
晉
襄
公
以
再
命
命
先
茅
之

縣
賞
胥
臣
」、
宣
公
十
一
年

：

「
楚
子
縣
陳
」、
十
二
年
；
鄭

伯
逆
楚
子
之
辭
曰

：

「
使
改
事
君
夷
于
九
縣
」〔
原
注

：
注
楚

滅
諸
小
國
爲
九
縣
〕、
十
五
年
；
「
晉
侯
賞
士
伯
以
瓜
衍
之
縣
」、

成
公
六
年
；
韓
獻
子
曰

：

「
成
師
以
出
而
敗
楚
之
二
縣
」、

襄
公
二
十
六
年
；
蔡
聲
子
曰

：

「
晉
人
将
與
之
縣
以
比
叔

向
」、
三
十
年
；
「
絳
縣
人
或
年
長
矣
」、
昭
公
三
年
；
二
宣

子
曰

：

「
晉
之
別
縣
不
惟
州
」、
五
年
；
薳
啓
疆
曰

：

「
韓

賦
七
邑
皆
成
縣
也
」〔
原
注

：
注
成
縣
賦
百
乘
也
〕、
又
曰

：

「
因

其
十
家
九
縣
、
其
餘
四
十
縣
」。
十
年
；
叔
向
曰

：

「
陳
人

聽
命
而
遂
縣
之
」、
二
十
八
年
；
「
晉
分
祁
氏
之
田
以
爲
七

縣
、
分
羊
舌
氏
之
田
以
爲
三
縣
」、
哀
公
十
七
年
；
子
榖

曰

：

「
彭
仲
爽
申
俘
也
。
文
王
以
爲
令
尹
實
縣
申
息
」。『
晏

子
春
秋
』

：

「
昔
我
先
君
桓
公
予
管
仲
狐
與
榖
其
縣
十
七
」。

『
説
苑
』

：

「
景
公
令
吏
致
千
家
之
縣
一
於
晏
子
」。『
戰
國

策
』

：

「
智
過
言
於
智
伯
曰
破
趙
則
封
二
子
者
各
萬
家
之
縣

一
」。『
史
記
』
秦
本
紀

：

武
公
十
年
；
「
伐
邽
冀
戎
初
縣

之
」、
十
一
年
；
「
初
縣
杜
鄭
」、
呉
世
家
；
「
王
餘
祭
三
年

予
慶
封
朱
方
之
縣
」、
則
當
春
秋
之
世
滅
人
之
國
者
固
已
爲

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

縣
矣

0

0

〔
原
注

：

按
昭
二
十
九
年
傳
；
蔡
墨
言
劉
累
遷
于
魯
縣
、
則
夏
后
氏

0

0

0

已
有
縣
之
名

0

0

0

0

0

。『
周
禮
』
小
司
徒
；
「
四
甸
爲
縣
」。
遂
人
；
「
五
鄙
爲
縣
」。

縣
士
注

：

「
距
王
城
三
百
里
以
外
至
四
百
里
曰
縣
」。
亦
作
寰
。『
國
語
』

：

「
管
子
制
齊
三
郷
爲
寰
。
寰
有
寰
帥
、
十
寰
爲
屬
、
屬
有
大
夫
」。　

顔
師

古
曰

：

「
古
書
縣
邑
字
皆
作
寰
。
以
縣
爲
縣
挂
字
、
後
人
轉
用
爲
州
縣
字
。

其
縣
挂
之
縣
又
加
心
以
別
之
也
」〕。

　
『
史
記
』

：

「
呉
王
發
九
郡
兵
伐
齊
」
；
「
范
蜎
對
楚
王

曰
、
楚
南
塞
厲
門
而
郡
江
東
」
；
「
甘
茂
謂
秦
王
曰

：

宜
陽

大
縣
名
曰
縣
、
其
實
郡
也
」
；
「
春
申
君
言
於
楚
王
曰

：

淮

北
地
邊
齊
其
事
急
請
以
爲
郡
便
」。
匈
奴
傳
言

：

「
趙
武
靈

王
置
雲
中
雁
門
代
郡
燕
置
上
谷
漁
陽
右
北
平
遼
西
遼
東
郡
以

拒
胡
」、
又
言

：

「
魏
有
河
西
上
郡
以
與
戎
界
邊
」。
則
當
七

0

0

0

國
之
世
而
固
已
有
郡
矣

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔
原
注

：

哀
公
二
年
傳
；
「
趙
簡
子
誓
曰

：

克
敵
者
上
大
夫
受
縣
、
下
大
夫
受
郡
」。
杜
氏
注
引
『
周
書
』
作
雒
篇

：

「
千
里
百
縣
、
縣
有
四
郡
」。
古
時
縣
大
而
郡
小

0

0

0

0

0

0

0

。　
『
説
文
』

：

「
周
制
；

天
子
地
方
千
里
、
分
爲
百
縣
。
縣
有
四
郡
、
至
秦
初
置
三
十
六
郡
以
監
其

縣
」。
今
按
『
史
記
』
呉
王
及
春
申
君
之
事
則
郡
之
統
縣
固
不
始
於
秦
也

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〕。

顧炎武の考拠と経世

（24）

－151－



呉
起
爲
西
河
守
、
馮
亭
爲
上
黨
守
、
李
伯
爲
代
郡
守
、
西
門

豹
爲
鄴
令
、
荀
况
爲
蘭
陵
令
。
城
渾
説
楚
新
城
令
、
衛
有
蒲

守
、
韓
有
南
陽
假
守
、
魏
有
安
邑
令
。
蘇
代
曰

：

「
請
以
三

萬
戸
之
都
封
太
守
千
戸
封
縣
令
」〔
原
注

：

趙
封
馮
亭
亦
云
〕
而

齊
威
王
朝
諸
縣
令
長
七
十
二
人
。
則
六
國
之
未
入
於
秦
而
固

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

已
先
爲
守
令
長
矣

0

0

0

0

0

0

0

。
故
史
言
「
樂
毅
下
齊
七
十
餘
城
、
皆
爲

郡
縣
」
而
「
齊
湣
王
遺
楚
懐
王
書
曰
『
四
國
爭
事
秦
則
楚
爲

郡
縣
矣
』」、
張
儀
説
燕
昭
王
曰

：

「
今
時
趙
之
於
秦
猶
郡
縣

也
」。安

得
謂
至
始
皇
而
始
罷
侯

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
置
守
邪

0

0

0

。
傳
稱
禹
會
諸
侯

0

0

0

0

0

0

、

執
玉
帛
者
萬
國

0

0

0

0

0

0

、
至
周
武
王
僅
千
八
百
國

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
春
秋
時
見
於
經

0

0

0

0

0

0

傳
者
百
四
十
餘
國

0

0

0

0

0

0

0

。
又
并
而
爲
十
二
諸
侯
又
并
而
爲
七
國

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

此
固
其
勢
之
所
必
至

0

0

0

0

0

0

0

0

。
秦
雖
欲
復
古
之
制

0

0

0

0

0

0

0

、
一
一
而
封
之

0

0

0

0

0

、

亦
有
所
不
能

0

0

0

0

0

。
而
謂
罷
侯
置
守
之
始
於
秦

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
則
儒
生
不
通
古

0

0

0

0

0

0

今
之
見
也

0

0

0

0

。

　
　

秦
分
天
下
爲
三
十
六
郡
。
其
中
西
河
・
上
郡
則
因
魏
之
故
、

雲
中
・
雁
門
・
代
郡
則
趙
武
靈
王
所
置
、
上
谷
・
漁
陽
・
右

北
平
・
遼
西
・
遼
東
郡
則
燕
所
置
。
史
記
不
志
地
理
而
見
之

於
匈
奴
之
傳
。
孟
堅
志
皆
謂
之
秦
置
者
以
漢
之
所
承
者
秦
不

言
魏
趙
燕
爾
。

秦
始
皇
議
封
建

0

0

0

0

0

0

、
實
無
其
本

0

0

0

0

。
假
使
用
淳
于
越
之
言
而
行

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

封
建

0

0

。
其
所
封
者
不
過
如
穣
侯

0

0

0

0

0

0

0

0

0

・
涇
陽

0

0

・
華
陽

0

0

・
高
陵
君
之

0

0

0

0

屬
而
已

0

0

0

。

豈
有
建
國
長
世
之
理

0

0

0

0

0

0

0

0

。

顧
炎
武
は
、『
漢
書
』
地
理
志
の
「
秦
が
天
下
を
統
一
し
た

際
、
周
は
封
建
制
に
よ
っ
て
衰
微
し
、
つ
い
に
諸
侯
に
よ
っ
て

滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
、
わ
ず
か
の
土
地
も
封
建

す
る
こ
と
な
く
、
全
国
を
郡
県
に
分
か
ち
、
前
世
の
聖
人
た
ち

の
末
裔
を
根
絶
や
し
に
し
、
そ
の
子
孫
を
残
そ
う
と
は
し
な

か
っ
た
。」
と
い
う
叙
述
を
き
っ
か
け
に
、
後
世
の
文
人
が
そ

れ
を
祖
述
し
、
秦
始
皇
が
封
建
制
を
廃
し
郡
県
制
を
始
め
た
と

い
う
誤
謬
が
通
説
と
な
っ
た
と
し
、
諸
資
料
に
お
け
る
郡
・
県

に
関
す
る
記
述
を
ひ
ろ
く
捜
集
し
、
そ
れ
ら
が
秦
始
皇
以
前
に

す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

や
や
長
く
な
る
が
、
県
に
つ
い
て
の
部
分
の
口
語
訳
を
以
下
に

掲
げ
よ
う
。

『
左
伝
』
僖
公
三
十
三
年
に
は
「
晋
の
襄
公
は
再
命
に

よ
っ
て
先
茅
の
県
を
胥
臣
に
与
え
た
。」
と
あ
り
、
宣
公
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十
一
年
に
は
「
楚
子
が
陳
を
県
と
し
た
。」
と
あ
り
、
同
じ

く
十
二
年
に
は
、
鄭
伯
が
楚
子
を
迎
え
た
そ
の
こ
と
ば
に

「
あ
ら
た
め
て
あ
な
た
に
つ
か
え
、
そ
の
九
県
と
同
等
の
扱

い
を
受
け
て
も
よ
い
。」
と
あ
り
〔
原
注

：

注
に
、
楚
は
諸
小
国
を

滅
ぼ
し
九
県
と
し
た
、
と
あ
る
〕、
同
じ
く
十
五
年
に
「
晋
侯
は
士

伯
に
与
え
る
の
に
瓜
衍
の
県
を
以
て
し
た
。」
と
あ
り
、
成

公
六
年
に
は
、
韓
献
子
の
こ
と
ば
と
し
て
「
軍
を
編
成
し
て

出
征
し
楚
の
二
県
を
破
っ
た
。」
と
あ
り
、
襄
公
二
十
六
年

に
、
蔡
声
子
の
こ
と
ば
と
し
て
「
晋
人
は
彼
に
県
を
与
え
て

叔
向
と
同
様
の
扱
い
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。」
と
あ
り
、

同
三
十
年
に
「
絳
県
の
人
に
年
長
の
も
の
が
い
た
。」
と
あ

り
、
昭
公
三
年
に
、
二
宣
子
の
言
と
し
て
「
晋
が
県
を
い
く

つ
か
に
分
割
し
た
の
は
州
の
地
だ
け
で
は
な
い
。」
と
あ
り
、

同
五
年
に
、
薳
啓
疆
の
こ
と
ば
と
し
て
、「
韓
が
賦
税
を
課

し
て
い
る
七
つ
の
邑
は
ど
れ
も
成
県
（
大
き
な
県
）
で
あ
る
。」

〔
原
注

：

そ
の
注
に
は
、
成
県
の
賦
税
は
百
乗
で
あ
る
、
と
す
る
。〕
と
あ

り
、
ま
た
ほ
か
に
も
、「
そ
の
十
家
九
県
に
よ
っ
て
」
や

「
そ
の
ほ
か
の
四
十
県
」
な
ど
と
あ
る
。
ま
た
、
同
十
年
に
、

叔
向
の
言
と
し
て
「
陳
人
は
そ
の
命
に
し
た
が
っ
て
そ
の
ま

ま
こ
れ
を
県
と
し
た
。」
と
あ
り
、
同
二
十
八
年
に
「
晋
は

祁
氏
の
田
土
を
分
か
っ
て
七
県
と
し
、
羊
舌
氏
の
田
土
を
分

か
っ
て
三
県
と
し
た
。」
と
あ
る
。
哀
公
十
七
年
に
、
子
榖

の
こ
と
ば
と
し
て
、「
彭
仲
爽
は
も
と
も
と
申
の
俘
虜
で

あ
っ
た
。
文
王
が
か
れ
を
令
尹
に
と
り
た
て
た
お
か
げ
で

申
・
息
を
県
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。」
と
あ
る
。『
晏
子
春

秋
』
に
は
「
昔
、
我
が
先
君
で
あ
る
桓
公
は
管
仲
に
狐
と
榖

の
県
十
七
を
与
え
た
。」
と
あ
る
。『
説
苑
』
に
は
「
景
公
は

吏
を
つ
か
っ
て
千
家
の
県
ひ
と
つ
を
晏
子
に
与
え
さ
せ
た
。」

と
あ
る
。『
戦
国
策
』
に
は
「
智
過
は
智
伯
に
、『
趙
を
破
れ

ば
お
二
人
に
そ
れ
ぞ
れ
一
万
戸
の
県
ひ
と
つ
を
差
し
上
げ
ま

し
ょ
う
。』
と
い
っ
た
。」
と
あ
る
。『
史
記
』
秦
本
紀
に
は
、

武
公
十
年
に
「
邽
冀
の
異
民
族
を
征
伐
し
て
初
め
て
そ
の
地

を
県
と
し
た
。」、
十
一
年
に
「
初
め
て
杜
鄭
の
地
を
県
と
し

た
。」
と
あ
る
。
呉
世
家
に
は
「
呉
王
餘
祭
の
三
年
、
慶
封

に
朱
方
の
県
を
与
え
た
。」
と
あ
る
。
つ
ま
り
春
秋
時
代
に

0

0

0

0

0

0

0

0

は0

、
他
国
を
滅
ぼ
し
県
と
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と

0

0

が0

、
す
で
に
あ
っ
た
と

0

0

0

0

0

0

0

い
う
こ
と
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

〔
原
注

：

お
も
う
に
昭
公
二
十
九
年
の
伝
に
、
蔡
墨

の
言
と
し
て
、
劉
累
は
魯
県
に
う
つ
っ
た
と
い
う
文
言
が
み
え
て
お
り
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
夏
后
氏
の
世
に
す
で
に
県
と
い
う
名
称
が
あ
っ
た
と
い
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
な
る

0

0

0

0

0

。
ま
た
、『
周
礼
』
小
司
徒
に
は
「
四
甸
を
県
と
な
す
」
と
あ

顧炎武の考拠と経世
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り
、
遂
人
に
は
「
五
鄙
を
県
と
な
す
」
と
あ
り
、
縣
士
の
注
に
「
王
城
か

ら
の
距
離
が
三
百
里
以
上
四
百
里
ま
で
を
県
と
い
う
。」
と
あ
る
。
県
の
字

0

0

0

は
ま
た
寰
に
作
る
こ
と
が
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。『
国
語
』
に
「
管
子
は
斉
を
治
め
る
の
に

三
郷
を
寰
と
し
た
。
寰
に
は
寰
帥
を
置
き
、
十
寰
を
属
と
し
た
、
屬
に
は

大
夫
を
置
い
た
。」
と
あ
る
。
顔
師
古
は
次
の
よ
う
に
言
う
、「
古
書
で
は

県
邑
の
字
は
す
べ
て
寰
に
作
る
。
県
は
縣
掛
（
か
か
る
、
従
属
す
る
）
と

い
う
意
味
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
後
人
が
転
用
し
て
州
県
の
県
の
字
と
し

て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
と
い
う
方
の
縣
は

さ
ら
に
心
を
構
成
要
素
と
し
て
加
え
て
区
別
す
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ

る
。」
と
〕。

　
こ
こ
で
、
顧
炎
武
の
地
の
文
は
、
傍
点
を
振
っ
た
「
則
ち
春

秋
の
世
に
當
た
り
人
の
國
を
滅
ぼ
す
者
、
固
よ
り
已
に
縣
と
爲

す
」
と
「
則
ち
夏
后
氏
に
已
に
縣
の
名
有
り
」
の
部
分
の
み
で

あ
る
。

続
い
て
郡
に
つ
い
て
の
口
語
訳
を
掲
げ
よ
う
。
や
は
り
顧
炎

武
の
地
の
文
や
そ
れ
に
類
す
る
部
分
に
は
傍
点
を
振
っ
て
お
く
。

　
『
史
記
』
に
は
、「
呉
王
は
、
九
つ
の
郡
の
兵
を
徴
発
し
て

斉
を
攻
撃
し
た
。」
と
あ
り
、
范
蜎
が
楚
王
に
こ
た
え
て

「
楚
は
南
方
の
厲
門
を
ふ
さ
い
で
江
東
を
郡
と
し
ま
す
。」
と

い
い
、
甘
茂
が
秦
王
に
「
宜
陽
は
大
県
で
あ
り
ま
し
て
名
は

県
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
実
態
は
郡
で
あ
り
ま
す
。」
と
い

い
、
春
申
君
が
楚
王
に
「
淮
北
の
地
は
斉
国
と
境
を
接
し
て

お
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
重
大
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ど

う
か
郡
と
な
し
便
宜
を
は
か
っ
て
く
だ
さ
い
。」
と
進
言
し

て
い
る
。
匈
奴
伝
に
は
、「
趙
の
武
霊
王
が
、
雲
中
・
雁

門
・
代
郡
を
置
い
た
。」
と
あ
り
、「
燕
は
、
上
谷
・
漁
陽
・

右
北
平
・
遼
西
・
遼
東
郡
を
置
い
て
そ
れ
に
よ
っ
て
異
民
族

に
対
抗
し
た
。」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
魏
に
は
河
西
・
上
郡

が
あ
り
異
民
族
と
境
を
接
し
て
い
る
。」
と
あ
る
。
つ
ま
り

0

0

0

戦
国
時
代
に

0

0

0

0

0

は0

も
う
す
で
に
郡
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

。〔
原
注

：

哀
公
二
年
の
伝
に
「
趙
簡
子
が
誓
詞
を
と
な
え
、
敵
を
倒

し
た
も
の
、
上
大
夫
に
は
県
を
褒
美
と
し
、
下
大
夫
に
は
郡
を
褒
美
と
す
る
、

と
述
べ
た
。」
と
あ
る
。
杜
預
注
に
は
『
周
書
』
作
雒
篇
を
引
用
し
て
「
千

里
を
百
縣
と
な
し
、
縣
に
四
郡
有
り
。」
と
あ
り
、
古
く
は
県
の
方
が
大
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

く
郡
の
方
が
小
さ
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。『
説
文
』
に
は
、「
周
制
で
は
天
子
の
地
は
千

里
四
方
、
そ
れ
を
百
県
に
わ
け
る
。
県
に
は
四
郡
を
置
い
た
。
秦
初
に
な
っ

て
三
十
六
郡
を
置
き
、
郡
が
そ
れ
ぞ
れ
に
属
す
る
県
を
監
督
す
る
こ
と
に

な
っ
た
」
と
あ
る
。
し
か
し
い
ま
考
え
る
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

『
史
記

0

0

』
の
呉
王
や
春
申
君

0

0

0

0

0

0

0
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の
記
事
か
ら
は
郡
が
県
を
監
督
す
る
の
も
秦
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〕。

（
史
記
や
戦
国
策
の
記
述
に
よ
れ
ば
）
呉
起
は
西
河
の
守
と
な
り
、

馮
亭
は
上
党
の
守
と
な
り
、
李
伯
は
代
郡
の
守
と
な
り
、
西

門
豹
は
鄴
の
令
と
な
り
、
荀
况
は
蘭
陵
の
令
と
な
っ
た
。
城

渾
は
楚
の
新
城
の
令
に
説
き
、
衛
に
蒲
の
守
が
お
り
、
韓
に

南
陽
の
仮
守
が
お
り
、
魏
に
安
邑
の
令
が
い
た
。
ま
た
、
蘇

代
は
「
ど
う
か
三
万
戸
の
都
市
に
は
太
守
を
任
命
し
、
千
戸

の
も
の
に
は
県
令
を
任
命
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
い
い
〔
原

注

：

趙
が
馮
亭
を
封
ず
る
際
に
ま
た
お
な
じ
こ
と
ば
が
み
え
て
い
る
〕。

ま
た
「
斉
の
威
王
は
、
諸
々
の
県
令
長
七
十
二
人
を
会
同
し

た
。」
と
あ
る
。
つ
ま
り
六
国
は
秦
に
滅
ぼ
さ
れ
る
前
に
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
に
守
令
長
と
い
う
呼
称
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
だ
か

ら
こ
そ
史
記
に
は
、「
楽
毅
は
斉
の
七
十
数
城
を
下
し
す
べ

て
郡
県
と
し
た
。」
と
あ
り
、
斉
の
湣
王
が
楚
の
懐
王
に
手

紙
を
送
っ
て
、「
四
国
が
争
っ
て
秦
に
つ
か
え
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
れ
ば
楚
は
秦
の
郡
県
と
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。」

と
あ
り
、
張
儀
が
燕
の
昭
王
に
説
い
て
「
今
、
趙
は
秦
に

と
っ
て
ま
る
で
郡
県
の
よ
う
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
と

あ
る
の
だ
。

ど
う
し
て
秦
始
皇
に
な
っ
て
始
め
て
諸
侯
を
廃
し
、
守
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

置
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
左
伝

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
哀
公
七
年
）
に0

「
禹
は
諸
侯
を
会
同
し
、玉
帛
を
執
る
者
は
万
国
を
数
え
た
。」

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
称
す
る
が
、
周
の
武

0

0

0

0

0

0

0

0

王
に
至
れ
ば
そ
れ
が
わ
ず
か
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

千
八
百
国
に
な
る
。
春
秋
時
代
で
、
経
伝
に
み
え
る
の
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

百
四
十
数
国
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
併
呑
し
あ
い
十
二
諸
侯

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
な
り
、
さ
ら
に
は
七
国
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
り
歴
史
の
趨
勢
の
必
然
と
し
て
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

あ
る
。
た
と
え
秦
が
古
の
制
度
に
戻
そ
う
と
考
え
、
兼
併
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
国
の
土
地
を
一
々
封
建
し
よ
う
と
し
て
も
で
き
た
こ
と
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
な
か
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
封
建
諸
侯
を
廃
し
、
行
政
官
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

設
置
し
た
の
は
秦
に
始
ま
る
と
な
ど
と
い
う
の
は
学
者
の
歴

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

史0

（
の
必
然
）
に
通
じ
て
い
な
い
も
の
の
見
解
な
の
で
あ
る
。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

秦
は
天
下
を
分
割
し
て
三
十
六
郡
と
し
た
。
そ
の
う
ち
で
、

西
河
・
上
郡
は
魏
の
旧
制
度
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
雲

中
・
雁
門
・
代
郡
は
趙
の
武
霊
王
が
置
い
た
も
の
で
あ
り
、

上
谷
・
漁
陽
・
右
北
平
・
遼
西
・
遼
東
郡
は
燕
の
置
い
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
『
史
記
』
は
地
理
志
を
作
っ

て
い
な
い
の
で
匈
奴
伝
に
お
い
て
記
し
て
い
る
。
班
固
が
地

理
志
で
こ
れ
ら
を
す
べ
て
秦
が
置
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

の
は
漢
が
承
継
し
た
の
は
秦
の
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
そ

顧炎武の考拠と経世
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れ
ら
が
も
と
も
と
魏
趙
燕
の
置
い
た
も
の
で
あ
っ
て
も
）
魏
趙
燕
と
は

言
わ
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

秦
始
皇
が
封
建
制
に
つ
い
て
議
を
も
っ
た
の
は
実
際
に
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

本
心
で
は
な
く
、
か
り
そ
め
に
淳
于
越
の
建
義
に
よ
っ
て
封

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建
を
行
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
秦
が
封
建
し
た
は
穣
侯
・
涇

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

陽
・
華
陽
・
高
陵
君
な
ど
の
者
に
過
ぎ
な
い
。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ど
こ
に
国
を
建
て
そ
れ
を
と
こ
し
な
え
に
永
ら
え
さ
せ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
の
で
き
る
公
理
な
ど
あ
ろ
う
も
の
か
。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
の
日
知
録
「
郡
県
」
条
か
ら
は
、
先
に
み
た
「
郡
県
論

一
」
の
「
葢
自
漢
以
下
之
人
、
莫
不
謂
秦
以
孤
立
而
亡
、
不
知

秦
之
亡
、
不
封
建
亡
、
封
建
亦
亡
。
而
封
建
之
廢
、
固
自
周
衰

之
日
而
不
自
於
秦
也
。
封
建
之
廢
、
非
一
日
之
故
也
。」
と
い

う
顧
炎
武
の
発
言
が
、
こ
う
し
た
実
証
的
な
考
拠
に
裏
打
ち
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
他
に
も
顧
炎
武
の
「
郡
県
論
」
を
支
え
る
考
拠
は
『
日

知
録
』
の
中
に
は
数
多
く
み
え
て
い
る
。
も
う
一
例
を
挙
げ
れ

ば
、「
郡
県
論
二
」
の
冒
頭
部
分
、「
其
の
説
に
曰
わ
く
、
知
縣

を
改
め
て
五
品
官
と
爲
し
、
其
の
名
を
正
し
て
縣
令
と
曰
う
」

に
つ
い
て
は
、『
日
知
録
』
の
「
知
縣
」「
郷
亭
之
職
」
な
ど
の

諸
条
の
中
に
、
そ
の
考
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
注

意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
「
郡
県
論
二
」
に
お
い
て
、
顧

炎
武
が
、
知
県
に
つ
い
て
、「
そ
の
名
を
正
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

縣
令
と
い
う
。」

0

と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。（
上
述
の
『
日
知
録
』
各
条
に
お
け
る
）

顧
炎
武
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
知
県
の
呼
称
は
、
宋
代
の
「
権
知

某
縣
事
」
す
な
わ
ち
「
か
り
に
某
県
の
事
を
つ
か
さ
ど
る
」
に

由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
顧
炎
武
は
、
臨
時
兼
摂
の

官
名
で
あ
る
知
県
で
は
な
く
、
先
秦
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
由

緒
正
し
い
県
令
と
い
う
呼
称
を
も
ち
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
復
古
的
な
姿
勢
は
、

先
に
見
た
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
で
、
半
ば
揶
揄
、
半
ば
批

判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
こ
の
顧
炎
武
の

復
古
的
姿
勢
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

三
、
顧
炎
武
の
学
問
論

顧
炎
武
の
学
問
観
を
最
も
よ
く
説
明
し
て
い
る
の
が
次
に
引

く
「
与
友
人
論
学
書
」（『
顧
亭
林
文
集
』
巻
三
）
で
あ
る
。

竊
歎
夫
百
餘
年
以
來
之
爲
學
者
、
往
往
言
心
言
性
、
而
茫
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乎
不
得
其
解
也
。
命
與
仁
、
夫
子
之
所
罕
言
也
。
性
與
天
道
、

子
貢
之
所
未
得
聞
也
。
性
命
之
理
、
著
之
易
傳
、
未
嘗
數
以

語
人
。
其
答
問
士
也
、
則
曰
「
行
己
有
恥
」、
其
爲
學
、
則

曰
「
好
古
敏
求
」、
其
與
門
弟
子
言
、
舉
堯
舜
相
傳
所
謂
危

微
精
一
之
説
一
切
不
道
、
而
但
曰
「
允
執
其
中
、
四
海
困
窮
、

天
祿
永
終
」。
嗚
呼
、
聖
人
之
所
以
爲
學
者
、
何
其
平
易
而

可
循
也
、
故
曰
「
下
學
而
上
逹
」。
顏
子
之
幾
乎
聖
也
、
猶

曰
「
博
我
以
文
」。
其
告
哀
公
也
、
明
善
之
功
、
先
之
以
博

學
。
自
曾
子
而
下
、
篤
實
無
若
子
夏
、
而
其
言
仁
也
、
則
曰

「
博
學
而
篤
志
、
切
問
而
近
思
」。
今
之
君
子
則
不
然
、
聚
賓

客
門
人
之
學
者
數
十
百
人
、「
譬
諸
草
木
、
區
以
別
矣
」、
而

一
皆
與
之
言
心
言
性
、
舍
多
學
而
識
、
以
求
一
貫
之
方
、
置

四
海
之
困
窮
不
言
、
而
終
日
講
危
微
精
一
之
説
、
是
必
其
道

之
髙
於
夫
子
、
而
其
門
弟
子
之
賢
於
子
貢
、
祧
東
魯
而
直
接

二
帝
之
心
傳
者
也
。
我
弗
敢
知
也
。
愚
所
謂
聖
人
之
道
者
如

之
何
、
曰
「
博
學
於
文
」、
曰
「
行
己
有
恥
」。
自
一
身
以
至

於
天
下
國
家
、
皆
學
之
事
也
。
自
子
臣
弟
友
以
至
出
入
・
往

來
・
辭
受
・
取
與
之
間
、
皆
有
恥
之
事
也
。
…
…
嗚
呼
、
士

而
不
先
言
恥
、
則
爲
無
本
之
人
、
非
好
古
而
多
聞
、
則
爲
空

虚
之
學
。

（
ひ
そ
か
に
嘆
じ
る
の
は
、
百
年
余
年
来
の
学
問
を
お
こ
な
う
者
た
ち
が
、

心
や
性
を
論
ず
る
ば
か
り
で
、
茫
乎
と
し
て
そ
の
解
を
得
て
い
な
い
こ
と

で
あ
る
。
命
や
仁
は
夫
子
も
め
っ
た
に
口
に
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

性
や
天
道
は
子
貢
も
耳
に
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
性
命
の
理
に
つ
い
て

は
、
易
伝
に
著
す
ば
か
り
で
、
そ
う
そ
う
人
に
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

士
と
は
何
か
を
尋
ね
ら
れ
る
と
、「
自
身
の
行
動
に
恥
を
知
る
も
の
」
と
お

答
え
に
な
り
、
学
問
に
つ
い
て
は
、「
古
を
好
み
努
め
て
そ
れ
を
求
め
る
」

と
仰
り
、
門
弟
た
ち
と
話
す
際
に
も
堯
舜
相
伝
の
危
微
精
一
の
説
に
は
一

切
触
れ
ず
、
た
だ
「
誠
実
に
中
庸
の
道
を
と
れ
、
四
海
が
困
窮
す
れ
ば
、

天
の
幸
い
も
永
遠
に
絶
え
る
で
あ
ろ
う
。」
と
の
み
仰
っ
た
。
あ
あ
、
聖
人

の
学
問
の
あ
り
よ
う
は
な
ん
と
平
易
で
従
い
や
す
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

だ
か
ら
、「
低
い
と
こ
ろ
か
ら
学
び
は
じ
め
高
み
へ
と
到
達
す
る
。」
と
仰
っ

た
の
で
あ
る
。
顔
淵
の
よ
う
な
ほ
ぼ
聖
人
と
い
っ
て
も
よ
い
存
在
で
す
ら
、

ま
だ
、「
私
を
ひ
ろ
げ
る
に
は
文
を
も
っ
て
し
て
く
だ
さ
る
。」
と
い
う
の

で
あ
る
。
孔
夫
子
は
哀
公
に
〔
政
事
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
〕
善
に
明
ら
か

に
な
る
方
法
を
説
く
際
、
博
く
学
ぶ
こ
と
を
真
っ
先
に
挙
げ
ら
れ
た
。
曾

子
以
下
、
篤
実
で
あ
る
こ
と
子
夏
に
か
な
う
者
は
い
な
い
が
、
そ
の
子
夏
は
、

仁
に
つ
い
て
、「
博
く
学
ん
で
篤
く
志
し
、
切
実
に
問
い
を
発
し
、
身
近
か

ら
考
え
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
今
の
君
子
は
そ
う
で
は
な
い
。
賓
客
や
門

人
で
学
問
を
す
る
も
の
を
数
十
人
と
あ
つ
め
、
本
来
な
ら
、「
草
木
を
植
え
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る
際
に
も
区
画
を
分
け
る
」
は
ず
で
あ
る
の
に
、
誰
も
が
一
緒
に
な
っ
て

心
や
性
に
つ
い
て
語
り
合
い
、
多
く
学
ん
で
識
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
貫

を
求
め
る
道
を
棄
て
一
〇
、四
海
困
窮
に
つ
い
て
は
語
ら
ず
、
終
日
、
危
微

精
一
の
説
ば
か
り
口
に
の
ぼ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
き
っ
と
彼
ら
が
自
分
た

ち
の
道
は
孔
夫
子
よ
り
も
高
く
、
そ
の
弟
子
た
ち
は
子
貢
よ
り
も
賢
明
で

あ
る
と
考
え
て
、
東
周
魯
国
の
孔
夫
子
の
教
え
は
棚
上
げ
に
し
、
堯
舜
二

帝
に
相
伝
さ
れ
た
心
法
に
直
に
接
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
は

そ
ん
な
こ
と
は
知
ら
な
い
。
私
が
考
え
る
聖
人
の
道
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、

曰
く
「
博
く
文
に
学
ぶ
」、
曰
く
「
己
を
行
う
に
恥
有
り
」
で
あ
る
。
一
身

か
ら
天
下
国
家
に
至
る
ま
で
す
べ
て
学
の
事
で
あ
り
、
子
、
臣
、
弟
、
友

人
と
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
か
ら
、
出
入
、
交
際
、
辞
受
、
取
与
の
間
ま

で
す
べ
て
恥
の
事
で
あ
る
。
…
…
あ
あ
、
士
で
あ
り
な
が
ら
真
っ
先
に
恥

を
問
題
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
根
本
の
な
い
人
間
に
な
る
し
、
古
を
好
み

多
く
を
聞
か
な
け
れ
ば
、
空
虚
な
学
問
に
な
っ
て
し
ま
う
。）

　
こ
こ
で
顧
炎
武
は
、『
論
語
』
の
文
言
を
ふ
ん
だ
ん
に
引
用

し
な
が
ら
一
一
、
孔
子
は
「
性
命
の
理
」
に
つ
い
て
は
易
伝
に

著
し
た
の
み
で
ほ
と
ん
ど
話
題
に
の
ぼ
せ
な
か
っ
た
こ
と
、
学

問
に
つ
い
て
は
た
だ
「
古
を
好
み
、
敏
め
て
以
て
之
を
求
」
め

た
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
態
度
は
弟
子
た
ち
に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
っ
た
と
述
べ
、
そ
れ
に
対
し
て
「
今
の
君
子
」
は
、
相
手
の

程
度
や
教
え
る
順
序
を
考
え
ず
に
、
ひ
た
す
ら
に
、
心
や
性
に

つ
い
て
ば
か
り
述
べ
、
ひ
ろ
く
学
問
を
お
さ
め
条
理
を
求
め
る

途
を
棄
て
て
、
把
握
し
が
た
い
人
心
・
道
心
の
話
ば
か
り
を
し

て
い
る
と
明
末
の
学
風
を
批
判
し
て
い
る
。「
危
微
精
一
」
の

説
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、『
尚
書
』
大
禹
謨
に
、「
人
心
惟

危
、
道
心
惟
微
、
惟
精
惟
一
、
允
執
厥
中
。
無
稽
之
言
勿
聽
、

弗
詢
之
謀
勿
庸
。
可
愛
非
君
、
可
畏
非
民
、
衆
非
元
后
何
戴
、

后
非
衆
罔
與
守
邦
。
欽
哉
。
愼
乃
有
位
、
敬
修
其
可
願
、
四
海

困
窮
、
天
祿
永
終
。（
人
心
は
危
う
く
、
道
心
は
微
か
で
あ
る
か
ら
、
心

を
凝
ら
し
、
一
途
に
し
て
、
ま
こ
と
に
中
庸
の
道
を
執
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
不
確

か
な
こ
と
ば
に
は
耳
を
向
け
ず
、
意
見
を
徴
し
て
い
な
い
謀
は
用
い
て
は
な
ら

ぬ
。
民
衆
が
愛
す
る
も
の
は
人
君
で
は
な
い
か
、
人
君
が
畏
れ
る
も
の
は
民
衆

で
は
な
い
か
、
民
衆
は
人
君
で
な
く
て
何
を
戴
く
の
か
、
人
君
は
民
衆
と
で
な

け
れ
ば
誰
と
国
を
守
る
の
か
。
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
汝
の
保
て
る
位
を

慎
め
、
そ
う
あ
り
た
い
と
願
う
こ
と
を
慎
ん
で
修
め
よ
。
四
海
が
困
窮
す
れ
ば
、

天
の
幸
い
は
永
久
に
絶
え
る
で
あ
ろ
う
。）」
と
あ
る
、
舜
が
禹
に
位
を

譲
ろ
う
と
す
る
際
の
こ
と
ば
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
宋
代

以
降
、「
人
心
惟
危
、
道
心
惟
微
、
惟
精
惟
一
、
允
執
厥
中
」

の
部
分
は
十
六
字
心
伝
と
呼
ば
れ
て
、
堯
舜
禹
と
三
代
に
わ
た
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り
継
承
さ
れ
た
修
養
治
道
の
奥
義
と
さ
れ
た
。『
論
語
』
で
は
、

そ
れ
が
、「
堯
曰
、『
咨
、
爾
舜
、
天
之
暦
數
在
爾
躬
。
允
執
其

中
。
四
海
困
窮
、
天
祿
永
終
。』
舜
亦
以
命
禹
。（
堯
は
仰
っ
た
、

『
あ
あ
、
汝
、
舜
よ
。
天
の
定
め
は
汝
の
身
に
こ
そ
あ
る
。
ま
こ
と
に
中
庸
の

道
を
執
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
四
海
が
困
窮
す
れ
ば
、
天
の
幸
い
は
永
久
に
絶
え
る

で
あ
ろ
う
。』
と
。
舜
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
禹
に
命
じ
た
。）」
と
あ
り
、
堯

が
舜
に
伝
え
た
こ
と
ば
と
し
て
見
え
て
い
る
が
、「
人
心
惟
危
、

道
心
惟
微
、
惟
精
惟
一
」
の
部
分
は
引
か
れ
て
い
な
い
。
顧
炎

武
は
、
そ
こ
に
こ
そ
孔
子
の
見
識
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
顧
炎
武
が
明
学
の
何
に
反
撥
し
て
い
た
の

か
が
よ
く
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
顧
炎
武
が
聖
人
の
道

と
し
て
挙
げ
る
の
が
「
博
く
文
に
学
び
」「
己
を
行
う
に
恥
あ

り
」
の
二
項
で
あ
っ
た
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
項
は
、
顧
炎
武
の
考
拠
の
あ
り
方

と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
論
語
』
子
罕
篇
に
み

え
る
、「
我
を
博
む
る
に
文
を
以
て
し
、
我
を
約
す
る
に
礼
を

も
っ
て
す
る
」
と
い
う
顔
淵
の
こ
と
ば
は
、「
博
学
」、「
復
礼
」

（
あ
る
い
は
「
克
己
復
礼
」）
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
が
、

顧
炎
武
が
経
史
を
通
し
て
博
く
学
ぶ
対
象
と
し
た
古
の
諸
制
度

と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
「
礼
」
の
謂
い
で
あ
り
、
そ
の
礼
に

復
そ
う
と
考
え
る
の
は
顧
炎
武
に
と
っ
て
自
然
の
成
り
行
き
だ

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、『
論
語
』
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
顧
炎

武
の
立
場
は
子
夏
の
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
で

き
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
中
の
「
博
學
而
篤
志
、
切
問
而

近
思
」
や
「
譬
諸
草
木
、
區
以
別
矣
」
は
子
夏
の
発
言
と
し
て

子
張
篇
に
見
え
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
十
哲
の
中
で
は
子
游

と
と
と
も
に
文
学
に
長
ず
る
と
さ
れ
、
孔
子
に
は
、「
商
、
及

ば
ず
」
と
評
さ
れ
た
と
い
う
子
夏
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
そ
の
子

游
と
の
応
酬
が
記
さ
れ
て
い
る
『
論
語
』
子
張
篇
の
一
節
を
取

り
あ
げ
よ
う
。

子
游
曰
、
子
夏
之
門
人
小
子
、
當
洒
掃
・
應
對
・
進
退
、
則

可
矣
。
抑
末
也
、
本
之
則
無
。
如
之
何
。
子
夏
聞
之
曰
曰
、

噫
。
言
游
過
矣
。
君
子
之
道
、
孰
先
傳
焉
。
孰
後
倦
焉
。
譬

諸
草
木
、
區
以
別
矣
。
君
子
之
道
、
焉
可
誣
也
。
有
始
有
卒

者
、
其
惟
聖
人
乎
。

（
子
游
が
い
っ
た
、｢

子
夏
の
門
弟
の
若
者
た
ち
は
掃
除
、
応
対
、
所
作
に

つ
い
て
は
結
構
だ
が
、
そ
れ
ら
は
瑣
末
な
事
で
あ
る
。
根
本
を
探
し
て
み

る
と
何
も
な
い
。
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う
か
。」
と
。
子
夏
は
そ
れ
を
耳
に

す
る
と
、「
あ
あ
、
子
游
は
間
違
っ
て
い
る
。
君
子
の
道
は
、
何
を
先
に
し
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て
伝
え
る
と
か
、
何
を
後
回
し
に
し
て
怠
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
だ
。

譬
え
る
な
ら
、
草
木
を
植
え
る
際
に
も
区
画
を
分
け
る
で
は
な
い
か
。
君

子
の
道
は
ご
ま
か
し
よ
う
な
ど
な
い
の
だ
。
最
初
か
ら
最
後
ま
で
何
も
か

も
備
わ
る
者
は
、
た
だ
聖
人
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。」
と
い
っ
た
。）

武
内
義
雄
『
中
国
思
想
史
』
は
、
子
游
・
子
夏
を
形
式
的
客

観
的
な
礼
至
上
主
義
と
し
、
内
面
的
主
観
的
な
忠
恕
至
上
主
義

の
曾
子
派
に
対
置
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
記
述
か
ら
は
、
両
者

に
も
相
応
の
立
場
の
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
、
子
夏
の
方
が
よ
り

形
式
面
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
。『
日
知
録
』
と
い
う
書
名
が
、「
日
知
其
所
亡
、
月
無

忘
其
所
能
、
可
謂
好
學
也
已
矣
。（
日
ご
と
に
新
し
い
こ
と
を
知
り
、

月
ご
と
に
失
わ
ぬ
よ
う
つ
と
め
れ
ば
、
好
学
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。）」

と
い
う
子
夏
の
こ
と
ば
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
の
を
持
ち
出

す
ま
で
も
な
く
、
顧
炎
武
が
子
夏
に
特
に
共
感
を
覚
え
て
い
た

の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
三
十
二
巻
本
『
日
知
録
』

巻
七
に
は
、「
有
始
有
卒
者
其
惟
聖
人
乎
」
と
題
す
る
短
い
一

条
が
あ
り
、「
聖
人
之
道
、
未
有
不
始
於
灑
埽
應
對
進
退
者
也
。

故
曰
約
之
以
禮
、
又
曰
知
崇
禮
卑
。（
聖
人
の
道
は
、
掃
除
、
応
対
、

所
作
に
始
ま
ら
な
い
も
の
な
ど
な
い
。
だ
か
ら
、
之
を
約
す
る
に
礼
を
以
て
す
、

と
い
う
の
で
あ
り
、
ま
た
、
知
は
崇
く
禮
は
卑
し
、
と
も
い
う
の
で
あ
る
。）」

と
あ
る
。

明
末
の
〈
心
〉
偏
重
に
対
し
、
顧
炎
武
は
改
め
て
〈
形
〉
を

守
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
れ
は
、
身
近
な
事
柄
か
ら
、
天
下

の
問
題
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
て
そ
の
あ
る
べ
き
姿
を
、

歴
史
に
徴
し
て
博
く
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
社
会
的
、
文
化
的
規

範
で
あ
る
礼
を
極
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
学
問
に

対
す
る
意
義
づ
け
、
方
法
論
が
、『
日
知
録
』
の
考
拠
の
あ
り

方
、
博
引
旁
証
と
復
古
的
姿
勢
と
な
っ
て
現
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

四
、
ま
と
め

　
次
に
掲
げ
る
の
は
康
煕
九
（
一
六
七
〇
）
年
に
上
梓
さ
れ
た
八

巻
本
『
日
知
録
』
の
「
郡
県
」
条
で
あ
る
。

　
　

班
固
『
漢
書
』
敘
傳

：

「
三
代
損
益
降
及
秦
漢
、
革
剗
五

等
、
制
立
郡
縣
。
崔
瑗
郡
太
守
箴
。
有
嬴
驅
除
焚
典
紀
舊
、

蕩
滅
蕃
畿
。
罷
侯
置
守
」。
葢
自
漢
以
下
文
人
之
論
、
皆
謂

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

秦
始
皇
癈
封
建
立
郡
縣
。
以
余
觀
之
殆
不
然

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。『
左
傳
』
宣

公
十
二
年
；
鄭
伯
逆
楚
子
之
辭
曰

：

「
使
改
事
君
夷
于
九
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縣
」、
註

：

「
楚
滅
諸
小
國
爲
九
縣
」。
成
六
年
；
韓
獻
子

曰

：

「
成
師
以
出
而
敗
楚
之
二
縣
」、
昭
公
五
年
；
薳
啓
疆

曰

：

「
晉
十
家
九
縣
、
其
餘
四
十
縣
」、
二
十
八
年
；
「
晉

分
祁
氏
之
田
以
爲
七
縣
、
分
羊
舌
氏
之
田
以
爲
三
縣
」。『
國

語
』

：

「
管
子
制
齊
三
郷
爲
縣
。
縣
有
寰
帥
、
十
縣
爲
屬
、

屬
有
大
夫
」。『
晏
子
春
秋
』

：

「
昔
我
先
君
桓
公
予
管
仲
狐

與
榖
其
縣
十
七
」。
則
當
春
秋
之
世
滅
人
之
國
者
固
已
爲
縣

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

矣0

〔
原
注

：

按
昭
二
十
九
年
傳
；
蔡
墨
言
劉
累
遷
于
魯
縣
、
則
夏
后
氏
已

0

0

0

0

有
縣
之
名

0

0

0

0

。『
周
禮
』
小
司
徒
；
「
四
甸
爲
縣
」〕。

　
　
『
越
絶
書
』

：

「
呉
王
興
九
郡
之
兵
而
齊
大
戰
于
艾
陵
」。

『
戰
國
策
』
；
甘
茂
曰

：

「
宜
陽
大
縣
名
曰
縣
、
其
實
郡
也
」。

則
當
七
國
之
世
而
固
已
有
郡
矣

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
西
門
豹
爲
鄴
令
、
荀
况
爲

蘭
陵
令
。
城
渾
説
楚
新
城
令
。
魏
有
安
邑
令
。
蘇
代
曰

：

「
請
以
三
萬
戸
之
都
封
太
守
千
戸
封
縣
令
」。
趙
受
馮
亭
上
黨
。

亦
云
千
戸
封
縣
令
。
則
六
國
之
未
入
於
秦
。
而
固
已
先
爲
太

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

守
縣
令
矣

0

0

0

0

。

安
得
謂
至
始
皇
而
始
罷
侯
、
置
守
邪
。
傳
稱
禹
會
諸
侯
、

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

執
玉
帛
者
萬
國
、
至
周
武
王
僅
千
八
百
國
。
春
秋
時
見
於
經

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

傳
者
百
四
十
餘
國
。
又
并
而
爲
十
二
諸
侯
又
并
爲
七
國
。
此

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

固
其
勢
之
所
必
至
。
秦
雖
欲
復
古
之
制
、
一
一
而
封
之
、
亦

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

有
所
不
能
。
而
謂
罷
侯
置
守
之
始
於
秦
、
則
儒
生
不
通
古
今

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

之
見
也
。

0

0

0

秦
始
皇
議
封
建
、
實
無
其
本
。
假
使
用
淳
于
越
之
言
而
行

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

封
建
。
其
所
封
者
不
過
如
穣
侯
・
涇
陽
・
華
陽
・
高
陵
君
之

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

屬
而
已
。

0

0

0

0

豈
有
建
國
長
世
之
理
。

0

0

0

0

0

0

0

0

　
顧
炎
武
は
八
巻
本
上
梓
後
も
た
え
ず
手
を
入
れ
て
、
終
生
、

増
補
・
改
訂
を
怠
ら
な
か
っ
た
一
二
。
三
十
二
巻
本
は
、
顧
炎

武
の
死
後
、
十
三
年
を
経
て
、
潘
耒
の
手
に
よ
っ
て
、
康
煕

三
十
四
（
一
六
九
五
）
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
八
巻

本
の
一
四
〇
条
で
あ
る
の
に
対
し
、
三
十
二
巻
本
は
一
〇
二
〇

条
に
達
し
て
い
る
。
ま
た
、
八
巻
本
の
一
四
〇
条
を
、
対
応
す

る
三
十
二
巻
本
の
各
条
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
一
四
〇
条
の
う

ち
、
本
文
、
原
注
と
も
に
手
の
加
わ
っ
て
い
な
い
も
の
、
原
注

の
み
に
若
干
の
変
更
の
あ
る
も
も
の
は
四
十
条
た
ら
ず
、
そ
の

他
の
百
条
余
り
は
、
本
文
・
注
と
も
に
か
な
り
の
改
変
が
加
え

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
両
者
の
要
旨
、
結
論
に

は
ほ
と
ん
ど
揺
れ
は
見
ら
れ
な
い
。
当
た
り
前
と
い
え
ば
当
た

り
前
な
の
だ
が
、
四
庫
提
要
の
顧
炎
武
に
対
す
る
評
価
な
ど
と
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考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
こ
と
は
存
外
見
逃
し
得
な
い
意
味
を

持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
郡
県
」
の
条
に
即
し
て
三
十
二
巻

本
と
八
巻
本
を
比
較
し
て
み
る
と
、
分
量
は
ほ
ぼ
二
倍
に
な
っ

て
い
る
が
、
地
の
文
、
つ
ま
り
顧
炎
武
の
考
証
の
結
論
や
主
張

に
は
ほ
と
ん
ど
変
更
は
な
く
、
用
例
の
追
加
、
資
料
の
吟
味
、

修
辞
・
行
論
の
工
夫
な
ど
に
よ
り
、
こ
れ
だ
け
の
分
量
に
増
え

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
（
増
補
さ
れ
た
部
分
に
は
上
掲
の

三
十
二
巻
本
に
傍
線
を
、
異
同
の
あ
る
箇
所
に
は
双
方
に
波
線
を
引
い
て
る
。

な
お
本
箇
所
に
つ
い
て
は
所
謂
原
抄
本
『
日
知
録
』
は
三
十
二
巻
本
と
一
致
し

て
い
る
）。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
考
拠
の
精
度
を
高
め
る
た
め
の

も
の
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
顧
炎
武
の
学
問
自
体
の

中
に
、
次
第
に
経
世
致
用
か
ら
離
れ
て
、
考
拠
の
中
に
沈
潜
し
、

考
拠
の
た
め
の
考
拠
へ
と
む
か
っ
て
い
く
契
機
が
内
在
し
て
い

た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
博
学
で
あ
る
こ
と
、
実
証
的
で
あ

る
こ
と
を
め
ざ
す
顧
炎
武
の
考
拠
が
当
初
か
ら
か
か
え
て
い
た

必
然
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
八

巻
本
か
ら
三
十
二
巻
本
へ
の
増
補
は
、
考
拠
の
対
象
の
広
が
り

と
深
ま
り
を
示
す
と
と
も
に
、（
顧
炎
武
の
意
識
と
は
裏
腹
に
）
そ
の

経
世
的
意
義
を
希
釈
す
る
作
用
を
及
ぼ
し
た
と
も
い
え
よ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
増
井
経
夫
の
次
の
よ
う
な
発
言
が
参
考

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

か
れ
が
触
れ
て
い
る
史
書
は
、
正
史
、
左
伝
、
通
鑑
、
漢

紀
ぐ
ら
い
で
、
こ
れ
ら
に
は
精
通
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、

新
た
な
手
法
を
発
見
す
る
手
が
か
り
は
乏
し
か
っ
た
。
限
ら

れ
た
資
料
か
ら
縦
横
に
課
題
を
拾
っ
て
開
陳
す
れ
ば
、
そ
の

力
量
が
過
大
に
見
え
る
の
は
当
然
で
、
も
と
も
と
考
証
学
と

は
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
っ
て
、
今
日
で
も
同
様
で
あ
る
。

『
日
知
録
』
の
最
後
の
項
目
を
挙
げ
て
お
こ
う
。「
雌
雄
牝

牡
」
と
題
し
て

「
飛
ぶ
も
の
を
雌
雄
と
曰
い
、
走
る
も
の
を
牝
牡
と
曰
う
。

雉
鳴
い
て
そ
の
牡
を
求
む
と
詩
経
に
あ
る
の
を
不
倫
の
刺
り

と
し
て
い
る
の
も
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
一
な
ら
ざ
る

者
あ
り
、
周
礼
の
疏
に
詩
を
引
い
て
、
雄
狐
綏
綏
と
あ
っ
て

走
る
も
の
も
ま
た
雄
と
曰
い
、
書
経
に
牝
雞
は
晨
す
る
な
し

と
あ
り
飛
ぶ
も
の
も
ま
た
牝
と
曰
う
。
今
経
伝
の
文
を
按
ず

る
に
此
れ
ら
に
止
ら
ず
、
詩
の
如
き
は
爾
の
牧
、
来
た
れ
る
、

以
て
薪
し
以
て
蒸
し
、
以
て
雌
、
以
て
雄
す
と
。
左
伝
に
千

乗
は
三
去
す
、
三
去
の
余
は
そ
の
雄
狐
を
獲
ん
と
。
荘
子
に

猿
偏
狚
を
以
て
雌
と
為
す
と
。
焦
氏
の
易
林
に
雄
犬
夜
鳴
き
、
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雄
熊
後
に
在
り
と
。
晋
書
五
行
志
に
呉
郡
婁
県
の
人
家
、
地

中
に
犬
子
の
声
有
る
と
聞
き
、
之
を
掘
っ
て
雌
雄
各
々
一
を

得
た
り
と
。
木
蘭
詩
に
雄
兎
の
脚
は
朔
を
撲
ち
、
雌
兎
の
眼

は
離
に
迷
う
と
。
皆
走
る
も
の
に
し
て
雌
雄
を
称
せ
る
な
り
。

爾
雅
に
鷯
鶉
、
そ
の
雄
は
鶛
、
牝
は
痹
な
り
と
。
山
海
経
に

帶
山
に
鳥
有
り
、
其
状
烏
の
如
し
五
采
に
し
て
赤
文
、
名
づ

け
て
鵸
䳜
と
曰
う
。
是
れ
自
ら
牝
牡
と
為
す
。
陽
山
に
鳥
有

り
、
其
状
雌
雉
の
如
し
、
五
采
以
て
文
し
是
れ
自
ら
牝
牡
を

為
す
、
名
づ
け
て
象
蛇
と
曰
う
、
則
ち
飛
ぶ
も
の
に
し
て
牝

牡
を
称
せ
る
な
り
」

ま
だ
ま
だ
つ
づ
く
の
で
あ
る
。
龍
に
も
蟲
に
も
介
蟲
に
も

虹
に
も
干
支
に
も
金
に
も
符
契
に
も
箭
に
も
雌
雄
が
あ
り
、

草
木
、
車
箱
、
管
鑰
、
鏁
器
、
瓦
、
五
臓
、
歯
牙
、
病
、
星
、

五
行
、
銅
、
北
斗
も
然
り
と
い
う
。
そ
の
延
び
方
を
注
目
す

る
が
よ
い
。

『
中
国
の
歴
史
書
』（
刀
水
書
房
、
一
九
八
四
年
）

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
顧
炎
武
は
、
明
末
の
学
風
を
、
空
疎

不
学
・
空
疎
無
用
な
も
の
と
し
て
批
判
的
に
受
け
止
め
、
経
世

致
用
の
た
め
の
実
学
を
標
榜
し
た
。
そ
れ
は
、
本
来
、
現
実
社

会
へ
の
関
心
の
も
と
、
経
史
を
渉
猟
す
る
こ
と
で
、
諸
制
度
の

源
流
・
沿
革
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
知
見
を
政
治

の
場
に
活
か
そ
う
と
企
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
一
方
で
そ
の
古
に
鑑
み
る
と
い
う
姿
勢
か
ら
、
正
名
・
復
礼

と
い
っ
た
復
古
的
色
調
を
と
も
な
う
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、

顧
炎
武
の
学
問
の
特
徴
で
あ
る
、
博
学
か
つ
実
証
主
義
的
な
手

法
は
、
必
然
的
に
対
象
の
拡
大
や
精
度
の
向
上
を
目
指
す
も
の

と
な
る
た
め
、
実
学
を
志
向
し
た
顧
炎
武
の
学
問
の
中
に
は
、

当
初
か
ら
、
考
拠
の
た
め
の
考
拠
へ
と
向
か
う
傾
向
が
胚
胎
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。『
論
語
』
に
は
、
子
夏
自
身
の
も
の

と
し
て
、「
雖
小
道
、
必
有
可
觀
者
焉
。
致
遠
恐
泥
、
是
以
君

子
不
爲
也
。（
ど
ん
な
に
些
細
な
事
柄
で
あ
っ
て
も
、
き
っ
と
そ
こ
に
は
観

る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
遠
く
を
目
指
そ
う
と
す
る
な
ら
そ
れ
が
引
っ

か
か
り
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
君
子
は
小
道
に
は
つ
か
な
い
の
で
あ

る
。）」（
子
張
篇
）
と
い
う
こ
と
ば
が
見
え
て
お
り
、
ま
た
、
そ

の
子
夏
は
孔
子
に
、「
女
爲
君
子
儒
、
無
爲
小
人
儒
。（
お
前
は

君
子
の
儒
を
目
指
せ
、
小
人
の
儒
と
は
な
る
な
。）」（
雍
也
篇
）
と
戒
め
ら

れ
た
と
い
う
。
い
ず
れ
も
顧
炎
武
の
考
証
の
あ
り
方
に
重
な
る

も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
顧
炎
武
の
学
問
の
あ
り
方
に
は
、
明
清
の
鼎
革

顧炎武の考拠と経世
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を
契
機
と
す
る
経
世
意
識
や
民
族
主
義
的
傾
向
の
高
ま
り
、
ま

た
、（
経
世
を
強
烈
に
意
識
し
つ
つ
も
現
実
に
は
傍
観
者
た
ら
ざ
る
を
得
な

い
）
明
の
遺
臣
と
し
て
の
立
場
も
複
雑
に
影
響
し
て
い
る
も
の

の
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
王
朝
交
代
に
と
も
な
う
思
潮
の
推

移
と
い
う
観
点
か
ら
は
、「
内
面
か
ら
外
面
へ
」、
あ
る
い
は

「
心
・
性
か
ら
体
・
礼
へ
（《
も
ち
ま
え
》
よ
り
も
文
化
・
教
育
の
重
視
）」、

と
い
っ
た
流
れ
の
中
で
捉
え
る
事
が
で
き
そ
う
で
も
あ
る
し
、

雑
多
な
現
象
を
整
理
し
、
類
型
や
法
則
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る

姿
勢
、
体
例
や
枠
組
み
と
い
っ
た
あ
る
種
の
規
範
へ
の
指
向
を

指
摘
で
き
そ
う
で
も
あ
る
。
ま
た
、
後
世
へ
の
影
響
と
い
う
点

で
は
、
資
料
主
義
や
主
観
の
排
除
、
さ
ら
に
は
考
拠
の
た
め
の

考
拠
へ
と
流
れ
て
い
く
萌
芽
も
垣
間
見
え
て
い
た
一
三
。
そ
れ

ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注一 

本
稿
が
参
照
し
た
顧
炎
武
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
以
下
の
通
り
。

・
清
水
茂
『
顧
炎
武
集
』（
中
国
文
明
選
七
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
四
年
）

・
山
井
湧
『
明
清
思
想
史
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
）

・
増
淵
龍
夫
『
歴
史
家
の
同
時
代
史
的
考
察
に
つ
い
て
』（
岩
波
書
店
、

一
九
八
三
年
）

・
近
藤
光
男
『
清
朝
考
証
学
の
研
究
』（
研
文
出
版
、
一
九
八
七
年
）

・
溝
口
雄
三
『
方
法
と
し
て
の
中
国
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）

・
井
上
進
『
顧
炎
武
』（
中
国
歴
史
人
物
選
十
、
白
帝
社
、
一
九
九
四
年
）

・
濱
口
富
士
雄
『
清
代
考
拠
学
の
思
想
史
的
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九

九
五
年
）

・
溝
口
雄
三
等
編
『
中
国
と
い
う
視
座
』（
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
）

・
木
下
鉄
矢
『「
清
朝
考
証
学
」
と
そ
の
時
代
』（
創
文
社
、
一
九
九
六
年
）

・
周
可
真
『
顧
炎
武
年
譜
』（
蘇
州
大
学
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）

・
周
可
真
『
顧
炎
武
哲
学
思
想
研
究
』（
当
代
中
国
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）

・
伊
東
貴
之
『
思
想
と
し
て
の
中
国
近
世
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

五
年
）

・
周
可
真
『
明
清
之
際
新
仁
学
―
顧
炎
武
思
想
研
究
』（
中
国
大
百
科
全

書
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）

　

ま
た
、
本
稿
が
よ
っ
た
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
。

・『
顧
亭
林
詩
文
集
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
六
年
）

・『
顧
亭
林
先
生
年
譜
三
種
』（
北
京
図
書
館
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）

・『
日
知
録
集
釈
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）

・『
原
抄
本
日
知
録
』（
明
倫
出
版
社
、
一
九
五
八
年
）

二 

前
掲
山
井
書
参
照
。
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三 

こ
の
ほ
か
に
も
、「
与
人
書
三
」
に
は
「
孔
子
之
刪
述
六
經
、
即
伊

尹
・
太
公
救
民
於
水
火
之
心
、
而
今
之
注
蟲
魚
、
命
草
木
者
、
皆
不

足
以
語
此
也
。
故
曰
『
載
之
空
言
、
不
如
見
諸
行
事
』。
夫
春
秋
之

作
、
言
焉
而
已
、
而
謂
之
行
事
者
、
天
下
後
世
用
以
治
人
之
書
、
將

欲
謂
之
空
言
而
不
可
也
。
愚
不
揣
有
見
於
此
、
故
凡
文
之
不
關
於
六

經
之
指
・
當
丗
之
務
者
、
一
切
不
爲
。」（
巻
四
）
と
あ
り
、「
與
楊
雪

臣
」
に
は
、『
日
知
録
』
の
著
述
意
図
に
つ
き
、「
意
在
撥
亂
滌
汚
，

法
古
用
夏
，
啓
多
聞
于
來
學
，
待
一
治
于
后
王
。」（
巻
六
）
と
あ
る
。

四 

『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
子
部
雑
家
類
に
は
、
雑
学
、
雑
考
、
雑
説
、

雑
品
、
雑
纂
、
雑
編
の
六
つ
の
属
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
雑
考
に
は
、

『
白
虎
通
』、『
独
断
』
を
は
じ
め
、『
容
斎
随
筆
』
な
ど
五
十
七
種
を

収
め
、
子
目
の
序
に
は
、｢

其
説
大
抵
兼
論
経
史
子
集
、
不
可
限
以

一
類
、
是
真
出
於
議
官
之
雑
家
也 

班
固
謂
雜
家
者

流
出
於
議
官

。
今
彙
而
編
之
、
命

曰
雑
考
。｣

と
い
う
。

五 

『
左
伝
杜
解
補
正
』
の
提
要
に
お
い
て
も
、「
博
極
羣
書
、
精
於
考
證
。

國
初
稱
學
有
根
柢
者
以
炎
武
爲
最
。」
と
評
し
て
い
る
。

六 

顧
炎
武
の
弟
子
で
あ
っ
た
潘
耒
（
一
六
四
六
～
一
七
〇
八
）
が
、
顧
炎
武

の
死
後
、
康
煕
三
十
四
（
一
六
九
五
）
年
に
三
十
二
巻
本
『
日
知
録
』

を
編
集
・
出
版
し
た
際
、
自
ら
記
し
た
序
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

有
通
儒
之
學
、
有
俗
儒
之
學
。
學
者
將
以
明
體
適
用
也

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
綜
貫

0

0

百
家
、
上
下
千
載
、
詳
考
其
得
失
之
故
、
而
斷
之
於
心
、
筆
之
於

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

書
。
朝
章
・
國
典
・
民
風
・
土
俗
、
元
元
本
本
、
無
不
洞
悉
、
其

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

術
足
以
匡
時
、
其
言
足
以
救
世
、
是
謂
通
儒
之
學

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
若
夫
雕
琢
辭

章
、
綴
輯
故
實
、
或
髙
談
而
不
根
、
或
勦
説
而
無
當
、
淺
深
不
同
、

同
為
俗
學
而
已
矣
。
…
…

　

崑
山
顧
寧
人
先
生
、
生
長
世
族
、
少
負
絶
異
之
資
、
潜
心
古
學
、

九
經
諸
史
略
能
背
誦
、
尤
留
心
當
世
之
故
、
實
録
奏
報
手
自
抄
節

經
世
要
務
、
一
一
講
求
。
當
明
末
年
、
奮
欲
有
所
自
樹
、
而
迄
不

得
試
、
窮
約
以
老
。
然
憂
天
憫
人
之
志
、
未
嘗
少
衰
、
事
關
民
生

國
命
者
必
窮
源
溯
本
、
討
論
其
所
以
然
。
足
跡
半
天
下
、
所
至
交

其
賢
豪
・
長
者
、
考
其
山
川
風
俗
・
疾
苦
利
病
、
如
指
諸
掌
。
精

力
絶
人
、
無
他
嗜
好
、
自
少
至
老
、
未
嘗
一
日
廢
書
、
出
必
載
書

數
簏
自
隨
。
旅
店
少
休
、
披
尋
搜
討
、
曾
無
倦
色
。
有
一
疑
義
、

反
覆
參
考
、
必
歸
於
至
當
。
有
一
獨
見
、
援
古
証
今
、
必
暢
其
説

而
後
止
。
當
代
文
人
才
士
甚
多
、
然
語
學
問
、
必
歛
衽
推
顧
先
生
。

凡
制
度
・
典
禮
有
不
能
明
者
、
必
質
諸
先
生
。
墜
文
軼
事
有
不
知

者
、
必
徴
諸
先
生
。
先
生
手
畫
口
誦
、
探
源
竟
委
、
人
人
各
得
其

意
去
。
天
下
無
賢
不
肖
、
皆
知
先
生
為
通
儒
也
。

　

先
生
著
書
不
一
種
、
此
『
日
知
録
』
則
其
稽
古
有
得
、
隨
時
箚

記
、
久
而
類
次
成
書
者
。
凡
經
義
・
史
學
・
官
方
・
吏
治
・
財

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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賦
・
典
禮
・
輿
地
・
藝
文
之
屬

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
一
一
疏
通
其
源
流
、
考
正
其
謬

誤
。
至
於
歎
禮
教
之
衰
遲
、
傷
風
俗
之
頽
敗
、
則
古
稱
先
、
規
切

時
弊
、
尤
為
深
切
著
明
、
學
博
而
識
精
、
理
到
而
辭
達
。
是
書
也
、

意
惟
宋
元
名
儒
能
為
之
、
明
三
百
年
來
殆
未
有
也
。
…
…

　

嗚
呼
、
先
生
非
一
世
之
人
、
此
書
非
一
世
之
書
也
。
…
…
立
言

不
為
一
時
、
録
中
固
已
言
之
矣
。
異
日
有
整
民
物
之
責
者
、
讀
是

書
而
憬
然
覺
悟
、
採
用
其
説
、
見
諸
施
行
於
世
道
人
心
實
非
小
補
。

如
第
以
考
據
之
精
詳
、
文
辭
之
博
辨
、
歎
服
而
稱
述
焉
、
則
非
先

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生
所
以
著
此
書
之
意
也

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

こ
こ
で
、
潘
耒
は
、
通
儒
の
学
を
「
体
を
明
ら
か
に
し
用
に
適
う
よ

う
、
百
家
を
総
貫
、
千
載
を
上
下
し
て
、
詳
し
く
そ
の
得
失
を
考
究

し
、
ひ
ろ
く
諸
制
度
・
風
俗
に
つ
い
て
そ
の
源
流
・
沿
革
を
明
ら
か

に
し
、
そ
の
知
見
に
よ
っ
て
、
時
を
正
し
、
世
を
救
う
も
の
」
と
し
、

ま
さ
に
顧
炎
武
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
称
揚
し
て
い
る
。
潘
耒
は
ま
た

顧
炎
武
の
学
問
に
つ
い
て
、「
朝
章
・
國
典
・
民
風
・
土
俗
、
元
を

元
と
し
本
を
本
と
し
、
洞
悉
せ
ざ
る
な
し
」、「
凡
そ
經
義
・
史
學
・

官
方
・
吏
治
・
財
賦
・
典
禮
・
輿
地
・
藝
文
の
屬
、
一
一
其
の
源
流

を
疏
通
し
、
其
の
謬
誤
を
考
正
す
」
と
概
括
し
た
上
で
、「
も
し
た

だ
考
拠
の
精
確
、
詳
細
さ
、
文
辞
の
博
識
、
明
辨
さ
を
も
っ
て
歎
服

し
称
述
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
先
生
が
本
書
を
著
し
た
本
旨
で
は
な

い
。」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
経
世
致
用
こ
そ
学
問
の
目
的
と

す
る
師
の
意
図
を
よ
く
汲
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
発
言
か
ら
は
、
当
時
す
で
に
、

考
拠
の
精
詳
や
文
辞
の
博
辨
と
い
う
点
の
み
か
ら
顧
炎
武
の
学
問
を

評
価
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。

七 

王
国
維
「
顧
亭
林
文
集
跋
」（『
観
堂
別
集
』
巻
三
）
に
お
い
て
、
康
煕
己

未
十
八
年
の
作
で
あ
る
春
雨
詩
に
「
平
生
好
修
辞
、
著
集
逾
十
巻
」

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
文
集
、
詩
集
各
五
巻
は
、
顧
炎
武
自
ら
編
定

し
た
も
の
で
あ
り
、
第
六
巻
は
潘
耒
に
よ
っ
て
増
輯
さ
れ
た
も
の
と

述
べ
て
い
る
。

八 

封
建
・
郡
県
論
は
、
秦
始
皇
の
下
命
に
よ
る
王
綰
・
李
斯
等
に
よ
る

議
論
を
契
機
と
し
て
、
魏
晋
期
に
は
、
曹
冏
が
「
六
代
論
」
を
、
陸

機
が
「
五
等
諸
侯
論
」
を
著
し
、
唐
代
に
は
、
太
宗
・
魏
徴
ら
に
よ

る
封
建
是
非
論
が
お
こ
り
、
柳
宗
元
は
「
封
建
論
」
を
残
し
て
い
る
。

宋
代
に
は
、
劉
敞
「
封
建
論
」、
蘇
軾
「
論
封
建
」
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
明
末
清
初
の
封
建
・
郡
県
論
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
も
の
を

あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

黄
宗
羲
（
一
六
一
〇
～
一
六
九
五
）　

封
建
制
の
並
立
的
復
活
を
主
張

王
夫
之
（
一
六
一
九
～
一
六
九
二
）　

封
建
制
へ
の
復
古
否
定

呂
留
良
（
一
六
二
九
～
一
六
八
三
）　

郡
県
制
の
全
面
的
回
帰
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九 

顧
炎
武
の
郡
県
論
を
扱
っ
た
論
考
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

・
藤
原
定
「
清
代
に
お
け
る
封
建
思
想
と
封
建
制
の
残
存
」（『
満
鉄
調
査

月
報
』
二
〇 

― 

四
、
一
九
四
〇
年
）

・
後
藤
基
巳
『
明
清
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
』（
研
文
出
版
、
一
九
七
九
年
）

・
増
淵
龍
夫
『
歴
史
家
の
同
時
代
的
考
察
に
つ
い
て
』（
岩
波
書
店
、
一

九
八
三
年
）

・
溝
口
雄
三
「
中
国
に
お
け
る
「
封
建
」
と
近
代
」（『
方
法
と
し
て
の
中

国
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）

・
大
谷
敏
夫
『
清
代
政
治
思
想
史
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
一
年
）

・
林
文
孝
「
顧
炎
武
郡
県
論
の
位
置
」（
張
翔
・
園
田
英
弘
編
『「
封
建
」・「
郡

県
」
再
考
』、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）

一
〇 

本
箇
所
の
「
一
貫
」
に
つ
い
て
は
、
参
考
諸
書
は
、
い
ず
れ
も
、

「『
多
く
学
ん
で
識
る
』
こ
と
を
せ
ず
に
『
一
貫
』
の
方
を
求
め
」
の

よ
う
に
解
し
て
い
る
が
、
前
掲
濱
口
書
に
示
唆
に
富
む
考
察
、
指
摘

が
あ
り
、「
心
学
は
『
多
く
学
ん
で
識
り
、
そ
し
て
一
貫
を
追
求
す

る
道
を
捨
て
る
』
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
本

箇
所
は
、『
論
語
』
衛
霊
公
篇
の
、
子
貢
に
対
し
、「
女
は
予
を
以
て

多
く
学
ん
で
之
を
識
る
者
と
為
す
か
」
と
た
ず
ね
た
孔
子
に
、
子
貢

が
、「
然
り
、
非
な
る
か
」
と
こ
た
え
る
と
、
孔
子
は
、「
非
な
り
。

予
は
一
以
て
之
を
貫
く
。」
と
こ
た
え
た
と
い
う
一
節
に
由
来
す
る
。

『
論
語
』
の
文
脈
な
ら
び
に
顧
炎
武
の
「
根
柢
」
や
音
韻
学
へ
の
志

向
な
ど
を
考
慮
に
い
れ
て
濱
口
説
に
従
う
。

一
一 

関
連
す
る
『
論
語
』
各
章
は
以
下
の
通
り
。

・
子
罕
言
利
與
命
與
仁
。（
子
罕
）

・
子
貢
曰
、
夫
子
之
文
章
、
可
得
而
聞
也
；
夫
子
之
言
性
與
天
道
、
不

可
得
而
聞
也
。（
公
冶
長
）

・
子
貢
問
曰
、
何
如
斯
可
謂
之
士
矣
。
子
曰
、
行
己
有
恥
、
使
於
四
方
、

不
辱
君
命
、
可
謂
士
矣
。（
子
路
）

・
子
曰
、
我
非
生
而
知
之
者
、
好
古
、
敏
以
求
之
者
也
。（
述
而
）

・
允
執
其
中
。
四
海
困
窮
、
天
祿
永
終
。（
堯
曰
）

・
子
曰
、
莫
我
知
也
夫
。
子
貢
曰
、
何
爲
其
莫
知
子
也
。
子
曰
、
不
怨

天
、
不
尤
人
、
下
學
而
上
達
。
知
我
者
其
天
乎
。（
憲
問
）

・
顏
淵
喟
然
歎
曰
、
仰
之
彌
高
、
鑽
之
彌
堅
、
瞻
之
在
前
、
忽
焉
在
後
。

夫
子
循
循
然
善
誘
人
、
博
我
以
文
、
約
我
以
禮
。
欲
罷
不
能
。
既
竭

吾
才
、
如
有
所
立
卓
爾
。
雖
欲
從
之
、
末
由
也
已
。（
子
罕
）

・
哀
公
問
弟
子
孰
爲
好
學
。
孔
子
對
曰
、
有
顏
回
者
好
學
、
不
遷
怒
、

不
貳
過
。（
雍
也
）

・
子
夏
曰
、
博
學
而
篤
志
、
切
問
而
近
思
、
仁
在
其
中
矣
。（
子
張
）

・
子
游
曰
、
子
夏
之
門
人
小
子
、
當
洒
掃
・
應
對
・
進
退
、
則
可
矣
。

抑
末
也
、
本
之
則
無
。
如
之
何
。
子
夏
聞
之
曰
曰
、
噫
。
言
游
過
矣
。
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君
子
之
道
、
孰
先
傳
焉
。
孰
後
倦
焉
。
譬
諸
草
木
、
區
以
別
矣
。
君

子
之
道
、
焉
可
誣
也
。
有
始
有
卒
者
、
其
惟
聖
人
乎
。（
子
張
）

・
子
曰
、
君
子
博
學
於
文
、
約
之
以
禮
、
亦
可
以
弗
畔
矣
夫
。（
雍
也
）

一
二 

「
与
潘
次
耕
書
」（『
亭
林
文
集
』
巻
四
）
に
、「『
日
知
録
』
再
待
十
年
、

如
不
及
年
、
則
臨
終
絶
筆
爲
定
、
彼
時
自
有
受
之
者
、
而
非
可
豫
期

也
。」
と
あ
る
。

一
三 

例
え
ば
、
そ
の
影
響
は
、
恵
棟
『
九
経
古
義
』
に
「
夫
子
言
『
述

而
不
作
』、
信
哉
。『
郷
黨
』
一
書
、
半
是
禮
經
、『
堯
曰
』
數
章
全

書
訓
典
論
君
臣
。
…
…
聖
人
豈
空
作
耶
但
經
傳
散
佚
不
能
一
一
舉

之
。」
な
ど
と
あ
る
の
に
も
窺
え
る
よ
う
に
お
も
う
。

「文学部紀要」文教大学文学部30-1号　渡邉　大

（41）

－134－


